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欠席者職氏名  

説明員職氏名 

【付議】 

１   子ども・健康部長 大熊克之 

【報告】 

１   総合行政部長 尾﨑誠一 

２   総務部長 川幡浩之 

３、４ 上下水道部長 渋谷 聡 

 

議 題 

【付議】 

１ 志木市保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例

について（子ども・健康部） 

【報告】 

１ 令和４年志木市議会３月定例会提出議案について（総合行

政部） 

２ 令和３年度志木市一般会計及び特別会計補正予算につい

て（総務部） 

３ 令和４年度志木市水道事業会計予算について（上下水道



部） 

４ 令和４年度志木市下水道事業会計予算について（上下水道

部） 

 

結 果 

【付議】  【報告】 

１ 了承  １ 了解 

２ 了解 

３ 了解 

４ 了解 

事務局職員職氏名 秘書政策課長 外立健一 

その他必要事項 特になし 

会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 



開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

【付議】 

１ 志木市保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例について 

（子ども・健康部） 

 ○概要説明：子ども・健康部長 

公立保育園において令和４年度から一時保育事業を拡充するにあたり、一時

保育に係る一時保育料の見直しをしたいので地方自治法第１４条第１項の規定

によりこの案を３月定例会に提出するものである。 

【内容】 

（１）一時保育事業の保育料（利用料）の見直し 

現 行：１，７００円  

積算根拠：平成１３年度の国の保育園運営費基本単価             

改正案：１，２４０円 

積算根拠：令和３年度の志木市保育料徴収基準額 

（２）一時保育事業の給食費の取扱いの変更と見直し 

   幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、利用料と給食費は分けて徴収する

必要が生じたため、今回から利用料を条例で、実費負担となる給食費を規則

で規定することとする。 

    現 行：３００円 

条例で規定している一時保育料 2,000円に含み徴収。 

改正案： ２６０円 

保育園給食費と同額。利用料とは別に徴収。 

（３）一時保育料の免除対象者の拡大 

現 行：生活保護世帯・非課税世帯等０円（給食費含む）                 

改正案：生活保護世帯・非課税世帯等（利用料０円・給食費０円） 

（新）年収３６０万円未満世帯（利用料０円・給食費０円） 

（新）多胎児（利用料０円・給食費２６０円） 

   ※多胎児：保育園・幼稚園に在園していない双子・三つ子などが緊急・リ

フレッシュの一時保育事業を利用する場合 

 ○質疑応答等 

特になし 

【報告】 



１ 令和４年志木市議会３月定例会提出議案について（総合行政部） 

 ○概要説明：総合行政部長 

令和４年志木市議会３月定例会に提出する議案は次のとおりである。 

議案    ２７件 

・専決処分  １件 

・人事    ３件 

・補正予算  ５件 

・当初予算  ７件 

・条例    ８件 

・事業の変更 １件 

・規約の変更 １件 

・道路線の認定１件 

 

報告     １件 

○質疑応答等 

特になし 

 

２ 令和３年度志木市一般会計及び特別会計補正予算について（総務部） 

 〇概要説明：総務部長 

令和４年３月定例会に提出する補正予算は、次のとおりである。 

・令和３年度一般会計補正予算（第１３号） 

   ※繰越明許費の補正含む 

・令和３年度国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

・令和３年度介護保険特別会計補正予算（第３号） 

・令和３年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

【内容】 

                        （単位：千円） 

会計区分        補正前予算額   補正額   補正後予算額 

一般会計（第１３号）  33,553,202 ▲202,127 →  33,351,075 

国保特別会計（第３号）  6,909,729    13,601 →  6,923,330 

介護特別会計（第３号）  5,148,136    8,250 →  5,156,386 

後期特別会計（第２号）  1,045,282    ▲9,915 →   1,035,367 

  



○質疑応答等 

  特になし 

 

３ 令和４年度志木市水道事業会計予算について（上下水道部） 

○概要説明：上下水道部長 

令和４年３月定例会に議案として提出する当初予算は、次のとおりである。 

【内容】 

（１）収益的収入及び支出（税込） 

収益的収入  １，３６１，１０１千円 

収益的支出  １，３６１，１０１千円 

   差   引         ０千円 

（２）資本的収入及び支出（税込） 

資本的収入   ５１０，２３５千円 

資本的支出 １，１２３，４３８千円 

   差   引  △６１３，２０３千円 

（３）供給単価及び給水原価（税抜） 

供給単価      １４０円００銭 

給水原価     １６０円４３銭 

差    引        △２０円４３銭 

 ○質疑応答等 

  特になし 

 

４ 令和４年度志木市下水道事業会計予算について（上下水道部） 

○概要説明：上下水道部長 

令和４年３月定例会に議案として提出する当初予算は、次のとおりである。 

 【内容】 

（１）収益的収入及び支出（税込） 

収益的収入  １，９２５，０２１千円 

収益的支出  １，９２５，０２１千円 

    差   引          ０千円 

（２）資本的収入及び支出（税込） 

資本的収入  １，１０６，０６５千円 

資本的支出  １，４０９，０８３千円 



    差   引   △３０３，０１８千円 

 

（３）使用料単価及び汚水処理原価（税抜） 

使用料単価      １１３円００銭 

汚水処理原価   １２２円６３銭 

差    引          △９円６３銭 

○質疑応答等 

  特になし 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


